
「インフルエンザ」の出席停止期間について 

 ★ 「発症した後５日を経過」し、かつ「解熱した後２日」とは？ 

   最短でも発症した後５日間は出席停止となります。それに加えて、解熱した日によって、出席停止期間は延長することがあります。 

 

★ 「発症日（０日目）」は、受診した日ではなく、インフルエンザ様症状（３８度程度の発熱等）が始まった日のことです。 

 

インフルエンザ出席停止期間早見表 

  発症日 発症後 

０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 

例 

１ 

発症後 

１日目に 

解熱した場合 

発熱 解熱 
解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目 

発症後 

４日目 

発症後 

５日目 

   

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 登校許可   

例 

２ 

発症後 

２日目に 

解熱した場合 

発熱 発熱 解熱 
解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目 

発症後 

５日目 

   

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 登校許可   

例 

３ 

発症後 

３日目に 

解熱した場合 

発熱 発熱 発熱 解熱 
解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目 

   

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 登校許可   

例 

４ 

発症後 

４日目に 

解熱した場合 

発熱 発熱 発熱 発熱 解熱 
解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目 

  

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 登校許可  

例 

５ 

発症後 

５日目に 

解熱した場合 

発熱 発熱 発熱 発熱 発熱 解熱 
解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目 

 

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 登校許可 
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